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山陽小野田市農業委員会 

第２９回 

総 会 議 事 録 

 

１．開催日時 平成２８年１１月１０日午後１時３０分から午後３時２５分 

 

２．開催場所 山陽小野田市保健センター２階 集団指導室 

   

３．出席委員 

     会     長   １７  上 田  進 

委     員    １  松 村 孝 子 

４  田 中  覺 

５  眞 鍋 喜久夫 

６  篠 原 佐二郎 

                ７  齊 藤  勇 

８  高 畑 憲 二 

 ９  伊 藤 周 作 

１０  二 井 太刀男 

１１  福 間 武 勝 

               １２  木 村 芳 則 

               １４  村 上 俊 治 

１５  縄 田 國 和 

１６  田 尾 光 一  

１８  辻 村 勝 好 

             ２０  中 重  壽 

             ２１  長谷川 邦 夫 

２２  山 本 シゲ子 

             ２３  松 本 隆 博 

２４  水 津  治 

２５  重 永 達 記  

 

４．欠席委員         

２  大 田 チズ子 

     会長職務代理者   １３  川 空 忠 男                                                                                    
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５．議事日程 

   第１ 議事録署名委員の指名 

   第２ 会議書記の指名 

   第３ 議案第１１５号 農地法第３条 権利の移動 

議案第１１６号 農地法第４条 転用 

議案第１１７号 農地法第５条 転用を目的とする権利移動            

議案第１１８号 現況証明願い 

報告第５５号  水田埋め立て畑地造成事前申し出について 

報告第５６号  農地法第４条第１項ただし書きの規定による通知について 

報告第５７号  公共事業の施工の伴う農地転用について 

報告第５８号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

議案第１１９号 農用地利用集積計画について 

議案第１２０号 農用地利用配分計画について 

報告第５９号  農業振興地域整備計画の変更について 

その他 

 ６．農業委員会事務局職員 

     事務局長  阿 武 恒 美 

     事務局次長 幡 生 隆太郎 
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７．会議の概要 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

２１番 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

局長 

 

 

 

 

只今より第２９回山陽小野田市農業委員会総会を開会します。 

（起立、礼、着席） 

本日の欠席委員は２番大田委員、１３番川空委員です。それでは

議事日程のとおりに進めてまいりたいと思います。よろしくお願い

します。本日の議事録署名委員は９番伊藤委員と１０番二井委員に

お願いします。会議の書記は事務局です。 

それでは議事に入ります。議案第１１５号農地法第３条の規定に

よる許可申請について上程します。事務局より説明を求めます。 

今月の農地法第３条の許可申請は２件でございます。議案第１１

５号番号３４について議案書をもとにご説明いたします。譲渡人が

大字□□□□番地、□□□□。譲受人が大字□□□□番地、□□□

□。土地の表示が大字□□□□番１、外１筆。地目が田、面積が１,

２５３㎡の用途地域内、農用地内です。権利の種類は贈与による所

有権移転です。本案件は自宅近くの農地を譲り受けて農業を営もう

とするものです。農地法第３条第２項各号に該当していないため、

許可要件を満たしていると考えます。ご審議の程お願いします。 

現地調査報告をお願いします。 

１１月４日、事務局２名、辻村委員と現地調査をしました。山陽

総合事務所を出まして、□□□□の方に行くと四つ角があり、□□

□□に行く道を左に曲がると□□□□があります。その近くに現地

がございます。現状もきちんとしており、名義変更だけで、特に問

題はありませんでした。元々、譲受人の所有の農地だったようで、

名義変更をしても田への影響も考えられません。 

何か質問はございませんか。無いようでしたらこれより採決に入

ります。番号３４について賛成の方の挙手を求めます。 

（全委員 賛成） 

全員賛成により議案第１１５号番号３４については承認といた

します。次に、番号３５について事務局より説明をお願いします。

なお、関連の事案がありましたら併せて説明をお願いします。 

議案第１１５号番号３５について、議案書をもとにご説明いたし

ます。なお、この案件につきましては、農地法第５条、議案第１１

７号番号１０８と関連がありますので、併せて説明を行います。ま

ず、議案第１１５号番号３５について議案書をもとにご説明いたし

ます。譲渡人が大字□□□□番地、□□□□。譲受人が□□□□号、
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議長 

１８番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

４番 

 

局長 

 

 

 

 

□□□□。土地の表示が□□□□番、地目が田。面積が６９０㎡の

農用地外です。権利の種類は売買による所有権移転です。次に、議

案第１１７号番号１０８についてご説明いたします。譲渡人が大字

□□□□番地８、□□□□。譲受人が□□□□号、□□□□。土地

の表示が□□□□番４、外１筆。地目が田と畑、面積が１,０３７.

２５㎡の農用地外です。転用の目的は資材置場です。当初、３条３

５と５条１０８とを併せて資材置場を建設しようとしましたが、埋

立てについて周囲の同意が得られないため、３条３５を農地として

購入して耕作管理しようとするものです。なお、５条１０８の申請

地両側には構造物による水路がありますが、隣地の給水、排水部分

の対応は行い、問題が生じた場合には申請人において対処する旨の

記載がされております。３条申請については、申請人が農業従事者

であり、農地法第３条第２項各号に該当していないため、許可要件

を満たしていると考えます。５条申請については都市計画法に規定

する用途地域内の第３種農地と判断されます。なお、周囲の同意が

得られないと申しましたが、昨日、農業委員会の方に周囲の方がお

見えになりまして、説明をして協議しました。ご審議のほどお願い

します。 

 現地調査報告をお願いします。  

 □□□□の交差点から３００ｍ北へ行ったところの西側に現地

があります。５条１０８の現地は耕作放棄地になっており、境界を

探すのも難しい状況でした。３０ページをご覧下さい。畑の１.２

５㎡がありますが、草を分けて行かないと境界がわかりませんでし

た。長谷川委員も現地調査のときに厳しく指摘されておりました。

このような状態では今後困るなと感じました。４ページの３条は水

路等もきちんとしておりましたので問題はありません。５条は当

初、周囲の同意が得られておらず、今後問題が生じたときは譲受人

が責任を持って対処するということでしたが、昨日状況が変わった

ようです。１ｍ程度造成をして資材置場として利用します。３条に

ついては耕作をします。 

 何か質問はございませんか。 

 造成をするときに隣接の同意が取れていないのはおかしいので

はないか。 

 同意書の添付は必要ありません。ただし、この案件に関しては２

か月前から話がありまして、出来るだけ双方で話し合いをするよう

に進めておりましたが、今回申請が出てきました。その時点では同

意は取れていませんが、農地法違反ではございませんので受け付け

ました。 
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議長 
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議長 

４番 

局長 

１４番 

 申請地の隣の□□□□さんの田は荒れているのですか。 

 非耕作です。 

 今度、□□□□が何かするというのはわからないですよね。参考

までに６９０㎡の売買価格を教えて下さい。 

 ７０万円で売買されております。 

 ３条で購入ということなので必ず耕作するように立会人の方に

は伝えております。 

 境界や水路の問題ですが、工事もきちんとすると本人も言ってお

りますので大丈夫だと思います。□□□□さんも仕方がないという

ことで承諾していただきました。 

他に質問はございませんか。無いようでしたらこれより採決に入

ります。まず、議案第１１５号番号３５について賛成の方の挙手を

求めます。 

 （全委員 賛成） 

 全員賛成により番号３５については承認といたします。 

 次に議案第１１７号番号１０８について賛成の方の挙手を求め

ます。 

 （全委員 賛成） 

 全員賛成により番号１０８については承認といたします。 

 次に議案第１１６号農地法第４条の規定による許可申請につい

て上程します。事務局より説明を求めます。 

 議案第１１６号番号２８について議案書をもとにご説明いたし

ます。申請人が大字□□□□番地、□□□□。土地の表示が大字□

□□□番５、外１筆。地目が田、面積が９９０㎡の農用地外です。

転用の目的は介護施設です。本案件は、介護施設を建設しようとす

るものです。申請地は公共投資の対象となっていない小団地の第２

種農地と判断されます。ご審議の程お願いいたします。 

 現地調査報告をお願いします。 

 □□□□のところに信号機があり、この信号機から真っ直ぐ北に

４００ｍ行った東側に現地がございます。介護施設を建設するため

に分筆をし、造成して建物を建てます。境界もきちんとしており、

雨水は農業用水路、下水、汚水は合併浄化槽に流します。水利組合

の同意も得ております。盛土の高さは６０ｃｍで道路のレベルと同

じくらいです。問題となる事項はございませんでした。 

 何か質問はございませんか。 

 分筆した理由は何ですか。 

 １,０００㎡以下に抑えたいということです。 

 □□□□の家の隣に同じような施設がありますが何ですか。 
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１８番 

 

局長 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

２１番 

 

 

 

 

局長 
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 介護施設です。その施設の増設になります 

浄化槽に水を流すようですが、農繁期のときは水が流れるが、水

が流れなくなったら臭気がするのではないか。水利組合の承諾を得

ているので問題はないと思いますが。 

この施設は身障者の方が作業する場所で、産業廃棄物のような油

等を洗い、洗剤が水路に流れたりするのではないですか。 

図面等から判断しますと、身障者の方々の訓練作業室と書いてあ

りますので訓練所だと思います。 

今回の施設は介護施設で、訪問介護事業所、障害者介護事業所と

なっています。□□□□の定款を見ましたが、今言われたような事

業は入っておりません。 

他に質問はございませんか。無いようでしたらこれより採決に入

ります。番号２８について賛成の方の挙手を求めます。 

 （全委員 賛成） 

 全員賛成により議案第１１６号番号２８については承認といた

します。次に議案第１１７号農地法第５条の規定による許可申請に

ついて上程します。事務局より説明を求めます。 

 議案第１１７号番号１０６について議案書をもとにご説明いた

します。譲渡人が大字□□□□番地３、□□□□、外１名。譲受人

が大字□□□□番地１、□□□□。土地の表示が大字□□□□番１、

外１筆。地目が田、面積が２,３５４㎡の用途地域内です。転用の目

的は宅地分譲です。本案件は、住宅化の進む申請地を取得し、宅地

分譲を行おうとするものです。申請地は、都市計画法に規定する用

途区域内の第３種農地と判断されます。なお、開発許可と同時施行

といたします。ご審議の程お願いします。 

 現地調査報告をお願いします。 

 １５、１６ページをご覧下さい。□□□□を渡り４００ｍ程行っ

た左側に現地がございます。この２筆を埋め立てて宅地分譲にした

いということです。現地調査を行ったときは問題となるようなこと

はありませんでしたが、昨日農業委員会の方に隣接の方から話があ

ったようです。境界や水路については問題ありませんでした。 

 開発行為もありますので隣接地の同意は得ていましたが、その隣

接地に隣接する農地の排水がうまくいかなくなるのではないかと

指摘がございました。業者の方と所有者が協議をするということで

す。 

 １６ページの図面では７４０－２が道路にぶつかっていて、個人

名義になっています。１７ページ、１８ページでは全て道路になっ

ていますがどういうことですか。 
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 □□□□は現況が道路部分になっております。市に寄付するよう

になります。 

 了解は取ってあるのですか。 

 □□□□さんと話は出来ています。 

 セットバックはしているのですか。 

 セットバックしております。 

 農業振興地域ですか。 

 用途地域内です。 

 下水が通ってないので合併浄化槽になるかと思います。□□□□

の水路があると思いますが、農業用水の関係に支障が出ることはあ

りませんか。 

 □□□□の用水路に流れます。□□□□土地改良区に対しては事

前に協議をしております。  

他に質問はございませんか。無いようでしたこれより採決に入り

ます。番号１０６について賛成の方の挙手をお願いします。 

 （全委員 賛成） 

 全員賛成により議案第１１７号番号１０６については承認とい

たします。次に番号１０７について事務局より説明を求めます。 

 議案第１１７号番号１０７について議案書をもとにご説明いた

します。譲渡人が大字□□□□番地、□□□□、外６名。譲受人が

□□□□号、□□□□。土地の表示が大字□□□□番１、外５筆。

地目が田、面積が６,３７３㎡の農用地外です。転用の目的は□□

□□、駐車場です。本案件は、□□□□事業に伴う□□□□拡張の

ための転用です。申請地は公共施設から近距離にある第３種農地と

判断されます。ご審議の程お願いいたします。 

 現地調査報告をお願いします。 

 □□□□線を□□□□に向かって行き、□□□□の奥になりま

す。境界もきちんとしておりました。公共事業ではなく５条での申

請ということでした。現地でいろいろ聞きましたが、この中には水

利組合の責任者もおり、十分検討した結果受け入れるということだ

そうです。排水もなく近隣の方々に迷惑をかけることもございませ

ん。右側は住宅になっているのでネットを張って管理するというこ

とでした。 

 何か質問はございませんか。 

 □□□□が買うということですが単価はどのくらいですか。 

 資金計画書では１㎡当たり１万円となっておりますが、今から□

□□□金額が決定します。これは参考の金額です。 

 申請地の隣に□□□□さんと□□□□さんの田がありますが、こ
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の農地は どうして□□□□は買わなかったのですか。この場所は

□□□□になるので広い方がいいと思いました。 

 そこまで把握していないので答えられません。 

 公共事業は農業委員会の許可がいるのですか。 

 農地法第５条、例外規定がございまして土地収用法３条各号に該

当する事業については許可の必要はありませんが、例外の例外があ

って病院、学校、市役所の庁舎については許可を取る必要があると

されています。 

以前からそのような規定があるのですか。 

例外の例外については農地法に規定されていますので、以前から

そのように取扱いがされていたはずです。 

他に質問はございませんか。無いようでしたらこれより採決に入

ります。番号１０７について賛成の方の挙手を求めます。 

 （全委員 賛成） 

 全員賛成により議案第１１７号番号１０７については承認とい

たします。次に議案第１１８号現況証明願いについて上程します。

事務局より説明を求めます。 

 議案第１１８号番号３８について議案書をもとにご説明いたし

ます。申請人が□□□□４号、□□□□。土地の表示が□□□□番

３、地目が田。面積が１,２７８㎡の用途地域内です。現況は原野と

なっております。本案件は時期不詳ですが従前より芦が繁茂し、水

が常時たまっている状態です。農地としての利用は不可能なことか

ら現況証明を行うものです。申請地は都市計画法に規定する用途地

域内の第３種農地と判断されます。ご審議の程お願いいたします。 

 現地調査報告をお願いします。 

 ３４ページをご覧下さい。□□□□から□□□□を通り□□□□

に行く道、主要地方道□□□□線を通ると□□□□の□□□□に出

ます。この陸橋のすぐ手前に信号機があり、この信号機を東側に１

００ｍ行くと現地があります。現況は芦が生えており管理が困難だ

と感じました。周辺には病院、住宅があり環境面でも問題があると

思うので、このまま放置しておくことは出来ないと思いました。 

 何か質問はございませんか。 

 申請地の隣は□□□□さんや□□□□さんの田んぼがあります

が、どのような状態ですか。 

 全て耕作されておりません。 

 □□□□さんは申請地の隣にも田がありますが、申請は１筆だけ

です。何か理由があるのですか。 

 申請地だけが芦が茂っています。隣接地の□□□□さん、□□□
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局長 

議長 

 

 

 

 

 

局長 

 

 

 

 

 

議長 
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議長 

１４番 

局長 

１４番 

局長 

１４番 

 

局長 

□さんの田はセイタカアワダチソウが生えています。 

 造成するのですか。 

 わかりません。現状では入る道がありません。 

 現状は変わらず、地目だけ変えることは出来るのですか。 

 農業委員会が現況証明を出します。農地以外のものという証明を

しますので法務局が農地ではないという登記をしてくれます。 

 農地性がある場合は。 

 農業委員会が許可をしません。 

他に質問はございませんか。無いようでしたらこれより採決に入

ります。番号３８について賛成の方の挙手を求めます。 

 （全委員 賛成） 

 全員賛成により議案第１１８号番号３８については承認といた

します。次に報告第５５号水田埋め立て畑地造成事前申し出につい

て上程します。事務局より説明を求めます。 

 報告第５５号番号１９について議案書をもとにご説明いたしま

す。申出人が□□□□１８号、□□□□。土地の表示が大字□□□

□番３。面積が１１１㎡の農用地内です、利用計画は野菜の栽培で

す。本案件は隣接する管理道より低い土地で管理が難しく、埋め立

てを行い畑地として利用しようとするものです。ご審議の程お願い

いたします。 

 現地調査報告をお願いします。 

 □□□□線を北に向いて行き、□□□□から５００ｍ行ったとこ

ろを右に曲がると□□□□があります。この途中に現地がございま

す。当日は□□□□の□□□□さんが来られました。所有者の方は

遠隔地に住んでいます。現地を見ましたがトラクターが入るような

面積ではなく、管理するのも難しいということで土を入れて大豆等

を作りたいということです。今は少し草が生えていますが、管理す

るということでとても良いことではないかと思います。周りも所有

者の土地なので迷惑を掛けることはありません。 

 何か質問はございませんか。 

 遠隔地にいるということですが誰が管理するのですか。 

 法人が管理をします。 

 法人が集積の中に入れるということですか。 

 確認をして後ほどお伝えします。 

 申請地の周りに□□□□さん名義の田と畑がありますが、この農

地も法人が管理しているのですか。 

 □□□□は法人が管理しています。申請地の上に法人の倉庫があ

りますので、そこに出入りするために申請地も一緒に借りたいとい



- 10 - 
 

 

 

議長 

 

 

 

局長 

 

 

 

 

 

議長 
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議長 

 

 

局長 

 

 

 

 

 

 

議長 

２１番 

 

 

 

 

議長 

 

 

局長 

うことも含め今回の申請が出されました。 

他に質問はございませんか。無いようでしたら報告第５５号番号

１９の審議を終わります。次に報告第５６号農地法第４条第１項た

だし書きの規定による届出について上程します。事務局より説明を

求めます。 

 報告第５６号番号７について議案書をもとにご説明いたします。

転用者が大字□□□□番地５、□□□□。土地の表示が大字□□□

□番４、地目が田。面積が１７㎡の農用地内です。転用内容は農業

用道路です。本案件は奥側の農地に入る進入路を建設するもので

す。なお、この案件に関しては既に分筆し花壇として利用している

状況です。ご審議の程お願いいたします。 

 現地調査報告をお願いします。 

 □□□□線、□□□□と□□□□がある□□□□の交差点から南

に３００ｍ行ったところに現地があります。登記簿上は田ですが現

地はブロックで花壇が出来ていました。花壇を崩して進入路として

広く利用したいということでした。境界や排水等も問題はありませ

んでした。 

 何か質問はございませんか。無いようでしたら報告第５６号番号

７の審議を終わります。次に報告第５７号公共事業の施工に伴う農

地転用通知書について上程します。事務局より説明を求めます。 

 報告第５７号番号９について議案書をもとにご説明いたします。 

 貸付人が大字□□□□番地、□□□□。借受人が□□□□１号、

□□□□。土地の表示が大字□□□□番２、地目が田。面積が２６

９㎡の農用地内です。転用の内容は□□□□工事に伴う仮設道路で

す。本案件は□□□□仮設道路の建設に関する一時転用です。なお、

この事案につきましては一時転用に関するもので、工事終了後は原

形復旧を義務付けるものです。ご審議の程お願いいたします。 

 現地調査報告をお願いします。 

 先ほどご説明した報告第５５号番号１９の位置の反対側になり

ます。今年の災害で□□□□の護岸が少し破れたということで修理

するため、仮設道路を設置します。市役所の関係者が現地に来られ

工事終了後原状復旧を必ず行うと言われました。問題となる事項は

ございませんでした。 

 何か質問はございませんか。無いようでしたら報告第５７号番号

９の審議を終わります。次に報告第５８号農地法第１８条第６項の

規定による通知について上程します。事務局より説明を求めます。 

今月の農地法第１８条第６項の規定による通知は番号９６から

番号１６４までの６９件です。農地中間管理事業等の事業実施によ
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り現契約を合意解約するものです。ご審議の程お願いします。 

 何か質問はございませんか。 

 解約することで何かメリットはあるのですか。 

 今の質問についてですが、後ほど利用集積計画、配分計画があり

ますのでそのときにご説明いたします。 

他に何か質問はございませんか。無いようでしたら報告第５８号

の審議を終わります。次に議案第１１９号農用地利用集積計画につ

いて上程します。事務局より説明を求めます。 

 議案第１１９号 農用地利用集積計画（案）について説明します。 

山陽小野田市長より平成２８年１１月１０日付で農用地利用集積

計画の決定を求められております。今月の農業経営基盤強化促進法

第１８条第１項の規定による案件は整理番号１１５番から２７５

番までの１６１件、５２３筆、８１７，６４０㎡です。なお、整理

番号１１５番は農林振興公社を通しての売買関連の１件、１筆、１,

４９９㎡が含まれております。ご審議の程お願いします。 

何か質問はございませんか。無いようでしたらこれより採決に入

ります。議案第１１９号について賛成の方の挙手を求めます。 

（全委員 賛成） 

全員賛成により議案第１１９号については承認といたします。次

に議案第１２０号農用地利用配分計画について上程します。事務局

より説明を求めます。 

議案第１２０号農用地利用配分計画（案）について説明します。

山陽小野田市長より平成２８年１１月１０日付で農用地利用配分

計画の決定を求められております。今月の農地中間管理事業の推進

に関する法律第１９条第３項の規定による案件は整理番号８番か

ら５２９番までの５２２件、５２２筆、８１６,１４１㎡でございま

す。ご審議の程お願いします。 

何か質問はございませんか。 

期間が全て１０年になっているのですが規定があるのですか。 

農地中間管理機構の契約は基本的に１０年です。法人や認定農業

者の経営を安定させるために短期間ではなく１０年としています。 

１０年という縛りがあると、途中で法人が解散になったとき補助

金の返還等いろいろな問題が出てくる可能性があります。 

山陽小野田市の現状の農業は１０年より３年や５年の方がいい

のではないかという話もあります。実際に石束・不動寺原の付替え

の説明会に参加しましたが、地主さんからも１０年は出来ないとい

った話もありました。農地中間管理機構の制度は農業法人の経営を

安定していくということで１０年が基本となっています。国の政策
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事務局 

に基づいて１０年となります。農地中間管理機構を通しての付け替

えをすることによって地域集積協力金が法人、個人に入ります。毎

年支払われるのであれば返還といったことにもなりますが、今回の

付替えに対して支払われるので、今後は支払われるということはあ

りません。補助金の返還がどのようになるのかというのはまだわか

りません。 

他に質問はございませんか。無いようでしたらこれより採決に入

ります。議案第１２０号について賛成の方の挙手を求めます。 

（全委員 賛成） 

全員賛成により議案第１２０号については承認といたします。次

に報告第５９号農用地区内の農地等の用途区分の除外の申し出に

ついて上程します。事務局より説明を求めます。  

議案の訂正があります。番号１５の農家住宅の面積ですが３９

９.１４㎡です。訂正をしてお詫び申し上げます。報告第５９号番

号１４について報告書をもとにご説明いたします。番号１４、事業

主が大字□□□□番地、□□□□。申出者が大字□□□□番地、□

□□□。土地の表示が大字□□□□番１、地目が田。面積が１,３４

６㎡の内３５㎡。農家住宅の一部敷地拡張による除外です。番号１

５、事業主が大字□□□□番地、□□□□、外１名。申出人が大字

□□□□番地、□□□□。土地の表示が大字□□□□番１、地目が

田。面積が１,５１２㎡の内７４８.７７㎡。農家住宅と自己用住宅

の建設による除外です。番号１６は番号１５と関連事業になりま

す。事業主が大字□□□□番地、□□□□。申出人が大字□□□□

番地１、□□□□。土地の表示が大字□□□□番１、地目が田。面

積が６０２㎡の内３３８.３８㎡です。農家住宅による除外です。

１０２ページが分かりやすい図面になります。本件は農業振興地域

の整備に関する法律第１３条第２項の除外要件を満たし、意見を求

められたものです。ご審議をお願いします。 

何か質問はございませんか。 

県の許可はいつ頃下りる予定ですか。 

今回農業委員会にかけまして、意見はありませんとなったら県の

方に申請します。 

番号１５、１６は農地転用が出るのですか。 

時期はわかりませんが、出てくると思います。 

他に質問はございませんか。無いようでしたら報告第５９号の審

議を終わります。次に事務局より説明をお願いします。 

始めに農業委員会法改正に伴う農地利用最適化委員の担当区域

についてご説明いたします。皆様の任期は７月１９日で、翌２０日
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から新しい体制になります。農業委員と新しく農地利用最適化推進

委員の定数を定める必要があります。１２月の市議会の定例会にこ

の条例案が提出されることとなっております。条例案の概要につき

ましては農業委員会の委員の定数を１４人、農地利用最適化推進委

員の定数を１４人とするものでございます。農地利用最適化推進委

員の報酬を農業委員会の委員と同額の３３,０００円、実際には１

０パーセントカットになります。報酬条例の一部改正も併せて行わ

れることになります。農業委員会の定数ですが、農業委員会等に関

する法律の政令の中に定められております。本市の農業者数が農地

所有適格法人も含めて９２３になっております。遊休農地率と農地

集積率は国が示す基準に届いていないので非該当になり、１４人に

なります。農地利用最適化推進委員の定数ですが政令の中に定数の

上限の設定の仕方が定められています。農地面積１００ｈａに１人

となっております。本市の農地面積は１,４４０ｈａになりますの

で、１００ｈａで割りますと、小数点以下は切り上げになりますの

で１５人以下ということになります。本市は１４人で設定するとい

う考えでございます。１４人にした大きな理由は農業委員も１４

人、担当地区も１４に分けます。農業委員も最適化推進委員と同じ

担当地区に分けるので推進委員と連携をして現場での活動をして

いただきたいということです。７月２０日から新しい体制になり、

最適化推進委員を委嘱するわけでございますが、委嘱に際しまして

は最適化推進委員に担当地区を割り振ることとなります。１４地区

に分けます。小学校区を基本として分けています。 

引き続き遊休農地の勧告についてご説明いたします。本年７月か

ら３月にかけて農業委員の皆様にも御協力いただいて遊休農地の

利用意向調査を実施いたしました。市外在住の遊休農地の所有者の

方には郵送で意向の確認をいたしました。その結果、遊休農地９２

５筆の内１４８筆について農地中間管理機構への登録が行われま

した。それ以外の遊休農地については今年の８月から１０月に農地

利用状況調査を実施した際に遊休農地が意向通り取り組みがされ

ているかどうかの確認をしました。その中で意向通りに取り組みが

されていない遊休農地の中で、特に区画整理、基盤整備が実施され

ている優良農地内にある農地について、農地法に基づく農地中間管

理権の取得に関する協議の勧告を実施することになります。この勧

告を１１月３０日付けで行いたいと思っております。農業委員会と

しては今一度勧告の対象となった遊休農地の所有者に対して勧告

の前にお知らせの文書を送りたいと思っております。勧告を行うと

遊休農地について平成２９年度から固定資産税の額がおよそ１.８
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議長 

倍になります。以上でございます。 

視察研修の日程表を示しておりますので、乗車場所を確認されて

変更があれば報告をして下さい。１１月８日に全国農業新聞の方が

来庁されました。１２月までに１人１部の普及をお願いします。農

業者年金ですが平成２８年度については契約を取っておりません

のでよろしくお願いいたします。１月の総会日ですが１月１２日の

木曜日に総合事務所の２階で行います。現地調査は１月６日の金曜

日、山本委員、篠原委員にお願いをいたします。 

次回の現地審査は１２月５日、月曜日の９時から、松本委員、松

村委員でお願いします。総会は１２月９日金曜日の１３時３０分か

ら保健センター２階集団指導室で行います。 

以上をもちまして第２９山陽小野田市農業委員会総会を終了い

たします。 

 (起立、礼) 

お疲れ様でした。 

 

               閉会１５時２５分 

 

山陽小野田市農業委員会 

          会 長 

 

 

     議事録署名委員 

          ９番委員 

  

 

     議事録署名委員 
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